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〔諮問・答申事項〕 

 第１号 青森山田高等学校広域通信制課程に係る学則変更認可 

 

区   分  内     容  

１  名   称  青森山田高等学校  

２  位   置  青森市大矢沢字里見１１１番地１  

３  
設 置 者 名  

（申請者名）  

青森市幸畑二丁目３番１号 

学校法人青森山田学園（理事長 盛田 稔）  

４  校 長 名  花田 惇  

５  変 更 の 理 由  

（１）現在、青森山田高等学校の広域の通信制課程に在籍する一部の生徒の

居住地が、学則に規定する「通信教育を行う区域」以外の区域にあり、

当該生徒を引き続き在籍させるなど、適正化する必要があることから、

「通信教育を行う区域」を追加するものである。  

（２）大分校について、協力校の協力が得られなくなったことから、これに

代えて、高等学校通信教育規程第 11 条の規定による他の学校等を使用

することとし、学則を変更するものである。  

６  変 更 の 時 期  平成２５年４月１日  

７  収 容 定 員 等  変更なし（現在の通信制課程収容定員 １，６８０人）  

８  教 職 員 組 織  

 

変更なし  

現在の教職員数（通信制課程全体）      

職 名 人 数    
校長  （兼任） １名  うち、大分校の教職員数  
教頭  （専任） １名    ※大分校の教職員は、学校法人で直接採用 

教諭  （専任） １２名   教諭  （専任） １名  
教諭  （兼任） １５名  教諭  （兼任） ２名 
講師  （専任） ０名  講師  （専任） ０名 
講師 （兼任） ５０名   講師 （兼任） ６名  
事務職員（専任） ５名   事務職員（専任） １名  
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９  
通 信 教 育 を  

行 う 区 域  

青森県、秋田県、岩手県、山形県、北海道、東京都、福島県、新潟県、埼

玉県、神奈川県、山梨県、長野県、千葉県、群馬県、栃木県、茨城県、静岡

県、大分県、福岡県、熊本県、宮崎県、石川県、大阪府、兵庫県、三重県、

愛知県、愛媛県、山口県、鳥取県  

10 
他の学校等の

概 要  

（１）学校名  府内高等学校 

（２）所在地  大分県大分市金池南一丁目８番５号  

（３）設置者  学校法人府内学園（理事長 財前俊樹） 

（４）校長名  財前 和俊 

（５）定員数  普通科（通信制）２４０名（総定員７２０名） 

        合計      ２４０名（総定員７２０名） 

（６）教職員数 ２６名（専任・兼任含む）  

（７）大分校との提携内容  

在籍生徒に対する面接指導及び試験等における施設及び設備の貸与 

11 校地及び校舎  

大分校では、府内高等学校（学校法人府内学園）を高等学校通信教育規程

第 11 条の規定による他の学校等として通信教育を実施する。  

【府内高等学校の校地及び校舎】  

（１）校地           （２）校舎  

区 分  面 積（㎡）  区 分  面 積（㎡） 

校舎建築面積  931.8  普通教室  360.0 

その他  1,193.8  特別教室  304.0 

合 計  2,125.6  図書室  132.0 

   保健室  20.1 

   職員室  128.0 

   事務室  51.4 

   その他  1,056.9 

   合 計  2,052.4 
 

12 校具及び教具  府内高等学校の校具及び教具を使用する。  

13 資 金 計 画  
府内高等学校の施設及び設備に関する賃貸料、電気・ガス・水道の使用料

は、年度間の使用実績に応じて学校法人の自己資金から支出する。 
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〔諮問・答申事項〕 

 第２号 汐原服装学院廃止認可 

 

区   分  内     容  

１  名   称  汐原服装学院（※専修学校）  

２  位   置  弘前市品川町１５４番地  

３  設 置 者 名  
弘前市品川町１５４番地 

奥田 むつ子 （※個人立）  

４  校 長 名  奥田 むつ子  

５  廃 止 の 理 由  

入学者数の減少等により専修学校としての存続が困難となったことから

廃止するものである。  

※廃止認可日の翌日以降は、服装技術を提供する教室として運営予定。  

６  廃 止 の 時 期  青森県知事認可の日  

７  収 容 定 員 等  

 

課  程  学  科  修業年限  入学定員  総定員  

家政専門課程 

和裁本科  １年  １０名  １０名  

和裁研究科  １年  １０名  １０名  

洋裁本科  １年  １０名  １０名  

洋裁研究科  １年  １０名  １０名  

計  ４０名  ４０名  
 

８  生 徒 の 処 遇  

廃止認可日までは専修学校の生徒として在籍し、廃止認可日の翌日以降

は、服装技術を提供する教室の生徒として在籍する。  

（このことについては、在籍生徒全員了承済み）  

９  教職員の処遇  

廃止認可日までは専修学校の教職員として勤務し、廃止認可日の翌日以

降は、服装技術を提供する教室の教職員として勤務する。  

（このことについては、教職員全員了承済み）  

10 施 設 ・ 設 備  
廃止認可日までは専修学校の施設・設備として使用し、廃止認可日の翌

日以降は、服装技術を提供する教室の施設・設備として使用する。  

 

 


